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資料１ 



H23.3.11：東日本大震災 

 
H25.3：災害廃棄物広域処理調整マニュアル 
滋賀県災害廃棄物広域処理体制調整マニュアル 
市町災害廃棄物広域処理調整マニュアル 

災害廃棄物処理に関する現状と課題  

東日本大震災以降の動き 

災害廃棄物処理体制の強化を図る必要性 
災害廃棄物の広域処理体制整備の重要性 

 
H25.5：廃棄物処理施設整備計画（閣議決定） 
公共の廃棄物処理施設を通常の廃棄物処理に加え、災
害廃棄物を円滑に処理するための拠点と捉え直す。 

 

H26.3：災害廃棄物対策指針の策定（環境省） 
地方公共団体は、本指針に基づき、地域防災計画と整
合をとりながら、処理計画の策定を行う。 

 

H27.8.6：廃棄物処理法/災害対策基本法の改正 
国の基本方針、都道府県廃棄物処理計画について、非
常災害時についての事項が追加された。 

国の動き 

 
 災害廃棄物対策指針において、県・市町に災害廃

棄物処理計画の策定が求められている。 
 

 改正廃棄物処理法において、非常災害に対する事
前の備えを可能な限り図ることとされている。 
 

 大規模災害時には、地方自治法の事務委託を受け
て、県が被災市町に代わり災害廃棄物を処理する
こともある。 
 

 災害廃棄物の処理主体は市町であるが、県内市町
においても処理計画が未策定である。 

県の取組 

災害廃棄物処理の課題 

(参考)近年発生した災害による災害廃棄物発生量 

災害名 災害廃棄物発生量 

東日本大震災 3100万トン 
（津波堆積物1100万トン含む） 

広島県土砂災害 58万トン 

関東・東北豪雨（常総市） 9万3000トン（推計値） 

熊本地震 195万トン（推計値） 

「滋賀県災害廃棄物処理計画」の策定 
市町災害廃棄物処理計画の策定支援 



 
○ 滋賀県災害廃棄物処理計画の策定 
○ 市町計画策定支援（技術的助言および情報提供） 

など 

滋賀県災害廃棄物処理計画の策定  

 
1 滋賀県地震被害想定に基づく基礎データ調査 
 「滋賀県地震被害想定」に対して、計画に必要な基礎調査を実施 
 【必須調査事項】 
災害廃棄物発生量・避難所ごみ量・し尿発生量の推計 
災害廃棄物処理可能量・要処理量の推計 
仮置場必要面積推計・仮設処理施設必要性の検討 
災害廃棄物処理フロー・処理スケジュールの検討 

 

2 水害による災害廃棄物発生量推計調査 
発生量推計方法検討 
浸水想定区域図からの災害廃棄物発生量推計 

 

3 処理困難物等の適正処理に関する調査 
有害物質使用等施設のリスト化 
有害廃棄物・適正処理困難物の処理方法・留意事項の検討 

 

4 計画策定課題整理、計画骨子案作成 
計画策定上の重要事項・県域での災害廃棄物処理の課題抽出 
地震災害・水害その他自然災害を対象とする計画骨子案の作成 

H28年度業務内容 

 
1 内陸活断層による地震 
 ①琵琶湖西岸断層帯地震 
 ②花折断層帯地震 
 ③木津川断層帯地震 
 ④鈴鹿西縁断層帯地震 
 ⑤柳ヶ瀬･関ヶ原断層帯地震 
2 南海トラフ巨大地震 

滋賀県地震被害想定 

年 月 

H 
28
年
度 
 

6 
委託業者選定（公募型プロポーザル） 

7 

8 
地震災害基礎データ調査 
 ○災害廃棄物発生量等推計 
 ○処理可能量、要処理量推計 
 ○仮置場・仮設処理施設検討 
 ○処理フロー・スケジュール検討 
 

水害廃棄物発生量推計調査 
 ○発生量推計方法検討 
 ○災害廃棄物発生量推計 
 

中間報告１→市町へ情報提供 

9 

10 

11 
処理困難物検討 
 ○災害廃棄物発生量等 
 ○処理可能量、要処理量 
 

中間報告２→市町へ情報提供 
12 

1 
課題整理・骨子案作成 
 ○計画策定に係る課題整理 
 ○計画骨子案作成 
 

最終報告→市町へ情報提供・意見照会 
2 

3 

H 
29
年
度 

4 委託業者選定（公募型プロポーザル） 

5 

6 計画案策定検討（素案） 

7 →計画案策定（素案）          ※意見照会 

8 計画案策定検討（ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案） 

9 →計画案策定（ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案）    ※意見照会 

10 パブコメ実施 

11 計画案策定（最終案） 

12 滋賀県災害廃棄物処理計画策定 

策定スケジュール（予定） 

H29年度業務内容 

市町等と 
連携して 
業務進行 



災害廃棄物発生量等の推計  

 
 滋賀県地震被害想定(H26.3)に示される、6つの地震を対象。 
 環境省方式、内閣府方式の他、他自治体の予測手法についても発生量や特徴、メリット等を検討し、滋賀県の

実情に合った手法を選定。 

災害廃棄物発生量の算定方法 

 
○簡単な計算で推計できる 
×構造、延べ床面積が考慮されていない 

環境省方式 
 
○構造、延べ床面積が反映される 
×比較的計算が複雑である 

内閣府方式 
滋賀県の方法を

選定 

比較検討（周辺自治体の算定方法も参考にする） 

避難所ごみの算定方法 

発生原
単位 

滋賀県における生活ごみ排出量 
（g/人・日）から設定 

発生量 
避難所生活ごみ発生量(t/日) 
 ＝避難所避難者（人） 
  ×発生原単位（g/人・日）÷106 

し尿発生量等の算定 

し尿発生量 
し尿発生量 ＝ 避難所避難者 × 1人1日当たりし尿排出量 
  （L/日）      （人）        （L/人・日） 

仮設トイレ 
必要基数 

A＝B×C×D 
A：避難所におけるし尿処理需要量（L） 
B：仮設トイレ需要者数（避難所避難者）（人・日） 
C：1人1日当たりし尿排出量 1.7（L/人・日） 
D：し尿収集間隔日数 3（日） 

E＝A÷F 
E：避難所における仮設トイレの必要基数（基） 
F：仮設トイレの平均的容量 150（L/基） 



災害廃棄物処理可能量・要処理量の推計  

余裕分
年間処理量
（実績）

年間処理能力（公称能力）

通常廃棄物処理量

災害廃棄物処理可能量
※年間処理量の2割×2.5年分

※処理能力が30t/日未満の

施設を除外

方法①
グランドデザイン中間見直しの方法（高位シナリオ）

災害時における余裕分

通常廃棄物処理量
災害廃棄物処理可能量（年間）
※全体では下記処理量×2.5年分

方法②
（処理能力（公称）ー年間処理量（実績））×2.5年

余裕分
年間処理量
（実績）

年間処理能力（公称能力）

１
年
分

１
年
分

0
.5

年
分

残余容量
埋立済処分量

（実績）

全体容積

通常廃棄物埋立量

災害廃棄物処理（埋立）可能量
※年間埋立量の4割×2.5年分

※残余年数10年未満の施設を除外

方法①
グランドデザイン中間見直しの方法（高位シナリオ）

残余容量
埋立済処分量

（実績）

全体容積

方法②
残余容量-(年間埋立実績×10年）

10年分の通常廃棄物埋立量
※余裕分

災害廃棄物処理（埋立）可能量
※残余容量-(年間埋立実績×10年）

焼却施設 

最終処分場 

焼却可能量算定方法の比較 

埋立可能量算定方法の比較 

【施設･処分場にアンケートを実施】 
 
 1日当たりの処理可能量 
 （公称能力及び実績） 
 施設立地箇所の深度分布 
 年間稼働日数 
 （通常の実績及び災害時の想定） 
 施設立地箇所の推進被害の有無 
 災害時の緊急稼働マニュアルの策
定状況 

 BCP（事業継続計画）の策定状況 
 廃棄物の受入条件 
 （大きさ、種類、有害物質濃度） 
 耐震性能 

実際の稼働状況に合わせた処理能力
を検証 



仮置場の必要面積の推計  

 
災害廃棄物対策指針 技術資料 
【技1-14-4 仮置場の必要面積の算定方法】 

で算定する。 

一次仮置場の必要面積 
 
『環境省 大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会  
 技術・システム検討WG』等の資料から必要面積を算定する。 

二次仮置場の必要面積 

仮設処理施設の必要性等の検討 

想定地震別
に災害廃棄
物量を算定 

災害廃棄物
発生量をエ
リアごとに
整理 

既往施設の
処理可能量
をエリアご
とに整理 

可燃物→焼却炉の余力、 
不燃物→埋立余力の比較 

↓ 
発生量が多い場合、周辺エ
リアの余力に割り当てる 

なお、発生量＞余力 
↓ 

県外処理（広域処理） 
仮設焼却炉の建設 

 
を計画 

出典：「災害廃棄物対策指針（環境省）」 



処理フロー・処理スケジュールの検討  

 
災害時に発生した廃棄物は、破砕選別等により柱材・
角材、コンクリート、可燃物、金属くず、不燃物、土
材系に分別 
 
これらの量と割合は、「災害廃棄物の選別率」に基づ
き算出 
 
最終的にリサイクルを行う木質チップ、再生資材や金
属くず等と焼却灰等の処理処分を行うものに分別 

処理フローの作成 
 
 災害廃棄物の処理は可能な限り、早期の完了を目
指す。 
 

 大規模災害においても概ね3年間で完了させる。 
 

 発災時は、地震の規模や災害廃棄物の発生量等に
応じて、適切な処理期間を設定する。 

 
 
【スケジュール検討のために考慮すべき事項（例）】 

処理スケジュールの検討 

 

廃棄物の質の

変化を選別率

で表現 

 

廃棄物の組成に合わせてリサイクル先、処理処分先を決定 

【実被害状況】 

 職員の被災状況（処理に従事できる人員） 

 災害廃棄物の発生量 

 処理施設の被害状況等を考慮した処理可能量 

【緊急性の高い業務】 

 道路障害物の除去 

 仮設トイレ等のし尿処理 

 有害廃棄物・危険物の回収 

 倒壊の危険性のある家屋等の解体・撤去 

 腐敗性廃棄物の処理 



水害における災害廃棄物発生量  

 
①ハザード 
「琵琶湖、河川浸水想定区域図」 
「土砂災害危険箇所図」 
 
②リスク 
滋賀県の建築物一棟毎GISデータ 
 
③原単位 
既往文献を利用したうえで、近年の豪雨
災害（例：常総市、広島市の水害等）の
実績を 用いてチューニング 

発生原単位 3.79t/世帯（床上浸水）・0.08t/世帯（床下浸水） 

被害区分と浸水深 床下浸水：浸水深0～0.5m・床上浸水：浸水深0.5m以上 

災害廃棄物量 災害廃棄物量(t)＝3.79 × 床上浸水家屋数（世帯）＋0.08 × 床下浸水家屋数（世帯） 

発生量の推計手法 

算出条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物一棟毎 GISデータ 近年発生した豪雨災害実績 

地域性が加味された災害廃棄物量 

琵琶湖,河川浸水想定区域図 

地
域
性
①
：
ハ
ザ
ー
ド 

地
域
性
②
：
リ
ス
ク 

地
域
性
③
：
原
単
位 



処理困難物の適正処理に関する調査  

 
有害廃棄物を使用する施設をリスト化し、深度分布
図や津波被害想定地域の情報から、どの程度被災す
る可能性があるかを整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
震度や浸水高さと施設の立地状況の関係をGISデータ
で整理 
 
【イメージ】 
  

L1 L2 直下型 L1 L2

a市 1 浄化センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カドミウム及びその化合物 ６弱 ６強 ７ 2.49 2.79
b市 2 ごみ固形燃料発電所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダイオキシン類 ５強 ６弱 ６強 0.00 0.00
c市 3 工場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニッケル化合物 ５強 ６弱 ６強 0.00 0.00
d市 4 給油所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ベンゼン ６弱 ６強 ７ 2.28 2.54
e市 5 石油販売株式会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ベンゼン ６弱 ６強 ７ 0.00 0.00
f市 6 給油所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ベンゼン ６弱 ６強 ７ 0.83 1.11
g市 7 最終処分場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カドミウム及びその化合物 ５強 ６弱 ６強 0.00 0.00
h市 8 浄化センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カドミウム及びその化合物 ６弱 ６強 ７ 0.00 0.00
i市 9 塩ビ株式会社 1 工場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クロロエチレン ６弱 ６強 ７ 0.00 0.21
j市 10 病院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダイオキシン類 ６弱 ６強 ６強 0.00 0.00
k市 11 大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダイオキシン類 ５強 ６強 ６強 0.00 0.00
l市 12 保健衛生所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ダイオキシン類 ６弱 ７ ７ 0.46 0.71

地域
区分

Ｂ

A

物質
震度 浸水深（m）

住所事業所名市町

保管場所の震度、浸水深等も整理し、発災時の影響を把握し、事前対応に活かす 

有害物質等使用・保管場所の整理 

【有害廃棄物を使用する施設の例】 
  工場、下水処理場、産廃処理施設、 
  学校、病院、研究機関、 
  ガソリンスタンド等 

 
自治体が平時において回収・処理を行わない廃棄物
で、災害時に発生する有害性・危険性のある廃棄物
（＝処理困難物） 
 
 
 
環境や人の健康に長期的な影響を及ぼし、復旧・復
興の支障となる可能性がある。 
 
 
 
回収・保管、処理・処分方法等について整理 

処理困難物等取り扱いマニュアル 

処理困難物取扱いマニュアルの対象 
 
1.有機溶剤、2.油類、3.腐敗性廃棄物、 
4.薬品類、5.アスベスト、6.石膏ボード、 
7.PCB含有機器、8.ガスボンベ、9.消火器、 
10.漁具・漁網、11.船舶、 
12.感染性廃棄物、13.家電、 
14.飼料・肥料、15.自動車・バイク 



課題整理・計画骨子案策定  

 
 災害廃棄物処理対策指針 
 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針 
 各地域環境事務所ごとのブロック協議会で策定され

る「行動計画」 
など 

参考とする国の指針等 

風水害についても記載 
 風水害は発災直後から災害廃棄物処理の対応が
必要となる 

 発災直後に仮置場の位置情報、搬入ルール等の
広報活動が重要 

 地震災害と風水害では対応の流れ（タイムライ
ン）が異なる事項が多い 

被災規模と県及び市町村が実施すべき事項を明確
にする。 
 ↓ 
市町村の災害廃棄物処理計画との差別化を図り、
発災後の対応をスムーズにする。 


